


三宅 町 第 2次基本構想

平成 3年

奈良県三宅町



目次
は じ め に

1 .基本構想策定(改訂)の目的

2. 基本構想の性格

3. 基本構想の目標年次と構成

第 1章 まちづくりの課題
第 1節 三宅町のなりたち

1.沿革

2 . 自然的条件

3 .三宅町の特性

第 2節 社会経済情勢

1 .高齢化社会への移行 ………………………………………………… 9 

2 .成熟化段階を迎える社会経済 ……………………………………… 10 

3 .国際化要請の高まり ………………………………………………… 12 

第 3節 まちづくりの課題

1 .定住環境の総合的整備 ……………………………………………… 13 

2 .活力ある産業の振興 ………………………………………………… 14 

3 .社会的要請への対応 ………………………………………………… 15 

4. 町民と行政によるまちづくりの推進 ……………………………… 16 

第 2章将来目標
第 1節 将来像と施策の柱

1.将来像 ………………………………………………………………… 17 

2. 施策の柱 ……………………………………………………………… 18 

第 2節 計画フレーム

1 .人口 …………………………………………………………………… 21 

2. 土地利用方針 ………………………………………………………… 22 

第 3章 まちづくりの構想
第 1節 主要プロジェクト

1 .健康で心のかよう生活をつくる …………………………………… 26 

2. 地域の活力を高め明日を拓く ……………………………………… 28 

3. 自然と調和した基盤をつくる ……………………………………… 30 

4. うるおいのある生活環境を整える ………………………………… 32 

5. 郷土愛を育み文化を創造する ……………………………………… 34 
6. 人権を尊ぶ平和な社会をつくる …………………………………… 36 

第 2節推進の方策

1 .住民参加の推進

2 .広域行政の推進

3. 総合的で効率的な行財政運営………………………………………… 38 



はじめに

1 .基本構想策定(改訂)の目的 ゐ制......"'"，， ..、;...L..<勾明日』… A 、司F 即日

本町は、昭和58年 3月に昭和75年(平成12年)を目標とする三宅町基本構想を

策定し、 「健康と文化のまちづくり~瑞穂の国中の美しい三宅の園づくりをめ

ぎして--Jを目指し、町勢の振興に努めてきた。

しかし、近年の経済社会情勢の急速な変化により、昭和50年代後半から都市

への再集中、地方圏での急速な産業構造の転換等による雇用問題が深刻化する

なか、固においては、第 4次全国総合開発計画が策定された。

また、奈良県においては、昭和59年 4月に「奈良県長期基本構想~奈良県経

済の繁栄を目指して--Jが策定され、これに基づいて県政が執行されている。

本町においてち、産業の停滞、人口の高齢化、人口停滞、価値観の多様化に

伴う住民ニーズへの新たな対応など、残された課題とともに新しい課題が生じ

てきている。さらに、こうした動向の中にあって、本県の長年の懸案であった

国道24号ノイイパスの整備が進み、本町内でも具体化されつつあり、さらに国道

24号ノてイパスに限られていた都市計画道路も新たに 2路線が計画されるなど、

本町のまちづくりにも新しい局面を迎えることとなった。

このような状況から、本町の新しい発展を図るためには、美しく豊かな自然

と郷土を愛する人々の熱意を基調に、将来の目標に向かつて、住民あるいは民

間の団体、企業がそれぞれの立場において協力しあい、ともに進めていくまち

づくりが必要とされ、その実現を目指した「まちづくり・人づくり」を基本と

した新しい振興計画を策定するものである。

2 .基本構想の性格 ，.....川町a"'-... ，λ ，，";.....-¥ 品 川~."， ，~μ-，;-嶋 >，'o: .""'~; 凶 d 山 'fi.'. ......，. ト め』【" ，，， - .. . .~ 

この基本構想、は、地方自治法の規定に基づき、本町の総合的かっ計画的なま

ちづくりを図ることを目的として定める基本指針である。

この基本構想は、住民自治の理念を基本にして、住民と行政が合意した本町

のまちづくりの将来目標と、それを実現するための基本となる課題と方向を明



らかにしたものであり、本町の“まちづくり憲章"という性格をもつものであ

る。

したがって、この基本構想は、本町の行政運営の基本指針となるだけでなく、

住民の自主的なまちづくりの協同目標となるものであると同時に、まちづくり

に関係する団体、企業、県及び固などの諸計画の策定及び事業実施にあたって

尊重されるべき指針でもある。

3 .基本構想の目標年次と構成 立二三二:士、;J二二三ん三二二ニニ:二二一F

この基本構想、の目標年次は平成22年とするが、基本構想の性格から期間につ

いては弾力的に取り扱うものとし、 21世紀を展望した本町の望ましい将来像と、

それを実現するために必要とされる施策の柱と主要プロジェクトを示すものと

した。また、併せて、人口など構想、に必要な計画指標を提示した。
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第 1章 まちづくりの課題



第 1節三宅町のなりたち

1 .沿革

口古代〈大和・奈良・平安時代〉
みやけ はら みや

本町の歴史は遠く古代にまでさかのぼり、 「万葉集」に「三宅の原」や「三

宅道」という名がみられる。弥生時代には稲作を行うようになり、治水や豊作
士まこ あかま畠 とんでんし

を祈願する祭器や埴輪を製作する工房(玉子遺跡、赤丸遺跡)及び屯田司や在

地豪族のものと思われる周豪を持つ前方後円墳の遺跡が存在する。

大化の改新により奈良盆地に条理制が施行されたが、本町域もその一部に含

まれ、その名残りは今もなお広範囲に残っている。

日中世(鎌倉・室町・安土桃山時代〉

中世になると人口増加により、班回収受法も乱れ荘園制が進み、本町にも興

福寺に関係したと思われる荘園がわずかにみられる。

この時代の集落は、一般に条理の坪毎に人家が点在する散村の形態となって

いたが、戦国争乱の時代へと向かうにつれ村落は集村の形態をとるようになり、

15世紀後半になると自衛を強めるために環濠集落の形態がとられた。このよう
ともんどう

な環濠集落の面影は今日も伴堂にみられる。

口近世(江戸時代)
ぴょうぶ いわみ たヒま ともんどうおゃな曹

近世の本町は、郡山藩に属し扉風、石見、但馬、伴堂、小柳の 5村に分かれ

ていた。この当時は士農工商の身分制度がしかれ、村を構成していた人々の大

多数は農民であった。

口近代・現代(明治・大正・昭和時代)

明治維新を迎え廃藩置県、大区小区、連合戸長役場の設置などの変遷を経て、

明治22年 4月 1日三宅村が成立した。昭和40年頃より石見、扉風地域において

住宅団地建設が進み人口が急増し、昭和49年 4月 1日に町制が施行され、現在

に至っている。
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2. 自然的条件

本町は奈良盆地の中央に位置し、東西約 3.9 km 、南北約 2.2 kmで、面積は
〈にはら

4. 05同と県内で最も狭く、四方何れを眺めても大和国原のはるかかなたに美し

い山々の姿を遠望することができる所にある。昭和60年国勢調査によれば、人

口は 8.536人であり、人口密度は 21.1人/haと奈良県内で 8番目に高い。

(1)地形・地質

本町は標高40m--45mに位置し、地形の傾斜は約 3度位で東より西へと傾い

ており、寺川沿いの石見付近が45mと最も高くなっている。本町では東から寺

川、飛鳥川、曽我川が北流し、北隣の川西町で合流して大和川となる。河川沿

いには自然堤防よりなる微高地が存在し、この微高地上に集落が立地している。

本町が位置する奈良盆地の表層の地質は、洪積層の上に堆積された沖積層で

ある。最上部は盛土で、一般に農耕土ともいえる腐植物が混入された黄褐色の

土質である。この下の深度1--3mではシルトとなり、深度4--5mでは粘土質シ

ルト、深度 5m以上では砂質の層となっている。

(2) 気候

大和盆地の中央部に位置する本町の気候は内陸性を示し、 1--2月が寒く平均

気温はそれぞれ4.20C、3.goCである。 7--8月には月平均270Cを越し、最高気温

が300Cを越す日も多い。年間降水量は約1， 300rnmであり、 6月の梅雨前線と 2月

の秋雨前線の停滞による降雨が多い。

特に、秋雨前線が台風を伴い豪雨となると、河川は氾濫し水田はもとより家

屋の床下まで浸水し、多大な被害を被ったことも過去には度々あった。 1--2月

には乾燥した西あるいは北北西の季節風が強くなる。

-4 -

3. 三宅町の特性

本町が位置する奈良盆地のほぼ中央という環境のなかで、「住みJr働き Jr学び」

「憩う Jという定住にかかわる機能の調和ある形成を図り、個性豊かな都市づく

りを進めていくためには、何よりもまず本町の有する町としての特性に関して

その認識を深め、まちづくりの基本的な課題に適切に生かしていくことが重要

である。

本町においては、次の 5つを主要な特性としてあげることができる。

第 1は、なりたち等からみた特性一一一一歴史的・自然的環境が豊かなまち

第 2は、広域的位置からみた特性一一一一大都市圏に近接するまち

第 3は、産業面からみた特性 地場産業が盛んなまち

第 4は、教育・福祉面からみた特性一一一個性的な教育が行われているまち

第 5は、行政運営面からみた特性 一一一一コンパクトにまとまったまち

(1)歴史的・自然的環境が豊かなまち

奈良盆地のほぼ中央に位置し、

『三宅の原』として古くから文化

が開け、現在でも豊かな生活文化

がいきづいており、伝統的文化の

イメージにあふれている。今日に

おいても環濠集落や社寺林などの

歴史的環境、河川・溜池の水辺環

境、田や畑の田園的環境に恵まれ

るなど、憩いとやすらぎを与える

環境が備わった町である。

-三十八柱神社
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(2) 大都市圏に近接するまち

本町は、西名阪道路郡山 1. C.から国道24号バイパスで約 5km、同法隆寺 1. 

C.からは直線距離で約 3kmに位置し、町内の鉄道駅 2駅は、 JR奈良線のダイ

ヤ改正等によって大阪大都市圏への交通条件面でより恵まれたものとな ってき

(3) 地場産業が盛んなまち

スポーツ用品を主とする産業が盛んであり、製品の多様化・高度化、地場ブ

ランドの確立への取り組みなど、力強い産業への展開が試みられている。

しかしながら、一方では本町の都市計画条件において、これら産業の振興を

阻害する要因を有している。た。

また、県都奈良市へは道路・鉄道で概ね 30分圏内にあると同時に、奈良盆地

のほぼ中央に位置している。

さらに、本町における骨幹道は国道24号バイパスに限られてきたが、新たに

都市計画道路が 2路線決定され、町内の道路交通条件が整いつつあることから、

大都市圏及び大和都市計画区域において本町の果たすべき役割はますます高ま

ってくるものと考えられる。
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(4) 個性的な教育が行われているまち

保育園の幼稚園化が進行しているなかにあって、幼稚園における教育と保育

園における保育を有機的に組み合わせた幼児教育(幼児園教育)が行われてい

るなど、今後の幼児教育のあり方を探る積極的な教育活動が実践されている 。

-幼児園

(5) コンノTクトにまとまっ Tこまち

総面積が4.05附であり、東西に約3.9km、南北に約2.2kmと町域が狭く、町全

体が徒歩圏にある。しかも、旧集落を基盤として町が発展してきており、 緊密

なコミュニティが形成される条件が整っている。

-8 -

第 2節社会経済情勢

1 .高齢化社会への移行

わが国では、近年出生率が減少するなかで、寿命の延長により高齢層が増加

しつつある。特に、戦後の第 1次ベビーブーム世代が今後21世紀初頭にかけて

中高年齢層に移行していくため、高齢化の度合いはさらに加速することになる。

(1) 急速な高齢化 老年人口の比率 (65歳以上)

ヨーロッパの国々にもまして、わ

が国は急速に高齢化が進むことに特

徴があるが、本町においても例外で

なく、封鎖人口推計によれば概ね日

本の平均並の高齢化の進展が予想さ

れる。
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(2) 老後の延長

高齢化が進行するなかで、世界的な長寿国であるわが国は、子供数の減少も

あって、末子独立後のいわゆる老後期間が延長されることが予想される。

本町でも、老後の延長により、老人世帯の家計や老人の生きがい問題など、

より一層多様な対応が求められる。

(3) 雇用問題の深刻化

わが国の場合、高齢者の就業率及び就業希望率が非常に高い。このような状

況のなかで、本町における就業の機会は限定されているため、第 1次ベビーブ

ーム世代の子供が就業期に達すると、町外へ流出してしまう可能性がある。

高齢層の労働力率の国際比率

65級以上
0_ 

406080"  

55-64歳

%80 60 

70 8[Bi亙胃覇軍

20 20 

:E戸71.4 
アメリ カ 1981'芋

酉ド イ/"，1980'手
フラノス 1981'手3月
日本目80'手

45. 4 

64.3 

88.7匝丞亙蚕豆

(備考)各国世料釘よ U総理府統計局r肯III力調査」による ('図 1~2伍旧2宇田日本」昭和57年 10月経，ì'i企画斤続)



(3) 住環境に対する欲求の高まり成熟化段階を迎える社会経済2. 

自由時間の増大等にともなって、居住環境や住宅に対する欲求

今後は施設等のハードな面に加が質的に高まり、多様化していくとみられる。

所得の向上、
かつての高度成長経済の時代から安定成長と呼ばれる時期に入 っ

こうした変化に対応して成熟した社会を迎えようとしている 。

わが国は、

た今日、

自然、文化、美観などの要素が一層重視されるようになると考えられる。え、

(1)定住社会

高度成長期以降大都市圏における定住志向が強まっており、夫婦と子供 2人
(4) 家庭・地域社会への関心の深まり

という長男・長女が大部分を占める社会では、親元近くでの定住志向が強まる

これまでの「仕事中心の生活」から、家庭や

地域社会(コミュニティ)への関心が徐々に高まるものと考えられる。

労働時間の短縮が進むなかで、
ものとみられる。

本町においては、第 2次ベビーブーム世代の世帯分離に適切に応えるため、

産業の振興、住宅需要への対応が求められる。
(5) 大都市圏における工場の再編

大都市圏においては、近年の地価高騰や労働力の確保が問題になっている一

この資本投資

は、既存工場の拡大というより、交通条件に恵まれた相対的に地価の安い地域

方で、好調な経済成長を背景とした設備投資が活発化している。
(2) 自由時間の増大

労働時閣の短縮や家事時間の短縮に加えて、平均寿命の伸長などにより、生

への進出というかたちで現れている。

本町においては、国道24号バイ パスの整備により向上する交通条件を、定住

「自由時間」が増大するものと予想される。

自由時間の有効利用志向が強まり、文化・スポ

ーツ活動、社会奉仕活動、地域活動などが多様化し活発化することが予想され

町民の間では、

活時間のなかに占める

したが って、

化を支える就業の場や、多様な雇用ニーズに応える場として確保する施策の展

開が望まれる。
る。

また、少産化にともない末子就学後の期間が大幅に伸びるなかで、就労を希

自由時間を活用した女性の諸活動がより盛んに

なるなど、女性の社会参加が進むことが予想される。

望する女性が増えるとともに、

自由時間の割合

100% 80 60 40 20 。
33.5 すいみん40.5 仕事・家事等自由時間 26.0 
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第 3節 まちづくりの課題
3 .国際化要請の高まり

わが国は、その経済成長の過程で、国際的な地位も急速に上昇させてきた。

それに加え、交通・通信手段が発達し、各方面での国際的なつながりが強まっ

ており、ますます国際化が進むとみられる 。 このような状況のなかで、新たな

資本投下を期待するには、外国人が住み、活動しやすい条件整備も必要になる

と考えられる。

本町においては、奈良県域で要請される国際文化・観光機能に適切に対応す

るとともに、これを契機とした多様な国際化への展開が求められる。

本町の持つ基本的な課題と社会経済情勢から、本町のこれからのまちづくり

の主要な課題として次の 5つが挙げられる。

今後は、前基本構想、が目指した基本的な方向を引き継ぎ、かっ本町のもつ特

性を生かしながら解決していく必要がある。このなかで、健康で生き生きとし

た豊かな生活の確保と郷土文化の育成、町のイメージの向上を図っていくとと

もに、誇りと愛情を育てるまちづくりとして取り組んでいくことが重要である。

1.定住環境の総合的整備

定住化が進むと予想されている一方で、本町においてはここ数年間人口が流

出する社会減を続けている。出生率の低下傾向をあわせて考えると、本町の人

口は将来減少に転ずることが予想される。

このため、多様な世代が定住できる総合的な居住環境の整備・充実とともに、

産業の振興を図ることが最も重要な課題である。

モータリゼーションが浸透するなかで、都市化の誘導における適切な近隣環

境の形成など、安全性、健康性にすぐれた居住環境を整備していくことはまち

づくりの基本であり、今後は特に重視する必要がある。

また、世代交代期や住み替え期を迎えた若年世帯の定着を強めることも、活

力を維持していく上で重要である。

転出入及び社会増減の推移
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2 .活力ある産業の振興 3 .社会的要請への対応

産業は地域に活力とゆとりをもたらし、安定した住民生活を築くための源泉

であり、定住基盤の大きな要件である。

本町ではスポーツ用品を主とする産業が盛んとはいえ、都市計画条件等の面

でさらに飛躍する条件が整っておらず、外部資本の投下を促せる条件も整備さ

れていない。また、商業の面では隣接町に大きく遅れを取っているのが実態で

ある。

このため、交通網の整備に併せた総合的な都市基盤施設の充実を図ると同時

に、地域の特性を生かしながら都市化の誘導に即応した多角的な産業振興を展

開し、地域の活力を高め職住近接の安定した地域社会づくりを進める必要があ

全国的な課題として議論されている、高齢化、成熟化、国際化等にどう対応

するかを明らかにすることが必要である。

特に、高齢化への対応については、福祉制度の今後のあり方が問われており、

町民のコンセンサスを得ながら対応方策を検討していく必要がある。

成熟化については、町民ニーズの高度化、多様化への対応が人口の流出を防

ぐ上で重要な課題になるものと思われる。

また、国際社会への移行は、全国的なレベルだけでなく、各地方レベルでの

国際都市化や国際交流の促進が要請されており、この分野での取り組みも必要

となっている。

る。

ー 14- Eυ -Eよ



4. 町民と行政によるまちづくりの推進

本町におけるまちづくりは、物的施設の整備もさることながら、今後は町民

の心の豊かさにかかわる施策にも重点をおくことが求められると考えられる。

これを推進するためには町民の主体的な対応が重要であることから、町民によ

る社会的諸活動やまちづくり運動を促進し、地域愛と自治意識の高揚に努める

必要がある。

また、行政としても町民要求の多様化、高度化に対応した施策を推進するた

め、財政基盤の強化に努めながら効率的で計画的な行財政運営の推進方策を検

討することも重要な課題となってくる。

この町民によるまちづくり運動と行政による効率的で計画的な行財政運営を

連動させることにより、新たな発展期を迎えた本町の今後のまちづくりを積極

的に推進していかなければならない。

-16 -
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第 1節将来像と施策の柱

1 .将来像

本町は、古くから稲作を中心とした集落を形成し、文化や都市づくりの先進

地として発展してきた。町制施行後は、住宅団地建設などの都市化の進展やス

ポーツ用品製造などの地場産業の発展がみられ、田園集落から郊外住宅地とし

ての性格を持つようになってきた。しかし、本町の人口は昭和50年以降工業等

の飛躍的な発展がないこともあり伸び悩んでいる。

この間、奈良県北部では大阪を通勤圏とした住宅地開発が進められてきたが、

近年は本町西の河合町、王寺町でもこの傾向がみられはじめている。本町は、

これら町に比べ工業はほぼ同程度、商業は著しく劣るという状況であり、人口

の集積の差が第 3次産業の差をもたらしている。

奈良盆地の中心に位置するなど立地条件に恵まれている本町の発展は、バラ

ンスのとれた人口増加が図られるか否かにかかっており、このためには外部か

ら"住んでみたい町"として見られるようなまちづくりを進める必要がある。

生活には住む，働く，学ぶ，遊ぶ， くつろぐ等様々な場面があり、それぞれ

が満足されてはじめて町民が満足し住みたいと思われるまちになる口そのため

には、社会資本の充実を図ると同時にうるおいのある環境の形成を目指す必要

がある。しかし、心が休まる近隣関係が形成されないと潤いのある地域社会と

はならないし、豊かな老後生活を営める環境の整備も必要である。また、避け

難い社会現象である高齢化の進展に対して高齢者の活用を含めた活力ある地域

社会の形成を目指す必要がある。

このようなことから、目指すべき将来像を

一心のかよう生き生きとしたまちづくり一

緑豊かな産業文化都市

に設定する。
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2 .施策の柱

将来像の実現に向けて、次の 6つの施策の柱を設定する。

(1) 健康で心のかよう生活をつくる ん…一… 4 …一
住民一人ひとりが生涯にわたり健康を保ち、つねに生きがいをもって生活を

営める環境づくりがまちづくりにとって最も基本たる課題である。健康と福祉

の課題は、近年の激しい社会の変動や急速に進む高齢化社会、障害者の社会へ

の完全参加や平等の実現などにみられるように、時代の進展に従ってより大き

な広がりと深さをもって総合的な対応を求めつつある。しかし、健康と福祉へ

の取り組みは、 「自分が担えることは何か」という住民意識を掘り起こし、町

民が相互に協力することが必要である。

このため、心のかよう社会福祉の推進、保健医療の充実を目指し、子供から

老人に至る生涯のそれぞれの段階に対応した健康と福祉の施策を総合的 iこ整え、

住民の主体的な参加と選択をひろげるととともに、地域社会での自主的な健康

づくりや福祉活動が展開される環境づくりと保健・医療体制の充実に努める。

(2) 地域の活力を高め明日を拓く

産業は地域に活力とゆとりをもたらし、安定した住民生活を築くための源泉

であり、定住の大きな要件である。

このため、地域の特性を生かした多角的な産業振興を図るとともに、本町の

たゆまない発展を支える産業をさらに力強く育成し、地域の活力を高めて安定

した地域社会づくりを進める。

(3) 自然と調和した基盤を整える r十三二??二了ア二土ご三二三二二二 '，7""'~""" ，

本町は、健康と文化のまちづくりをめざし、豊かな自然を生かした田園的環

境の保全に努めてきた。この恵まれた自然環境は、町民の誇りとするものであ

り、また資源として有限であることを再認識する必要がある。しかし、モータ

リゼーションの進行等によって生活の様々な場面で不便を感ずることが多くな

-18 -

り、土地利用面では適正な産業の振興が阻害されるなどの問題が出始めている。

このため、これらを解決する土地の合理的かっ有効な利用、交通体系の整備

などの推進にあたり、安全性，利便性，快適性の確保において自然環境との調

和に十分留意する。

(4) うるおいのある生活環境を整える に;二:二十十::!:三三:::f三.，..，.........二， ~ '". 

快適で魅力ある町づくりをめざし、町民の定住や人口流入を促進していくた

めには、多様な生活様式にあわせ生活環境を向上させていかなければならない。

このため、住宅のほか下水道、環境衛生、公園、緑地等都市環境の整備に努

め、生活の快適性と利便性を高めるとともに、まちづくり運動を醸成し、新し

い時代に対応したうるおいのあるまちづくりの実現に努める。

(5) 郷土愛を育み文化を創造する

活力ある豊かなまちは、行政・住民も集団・個人もその全ての人びとのたゆ

まない努力と総意によってつくられるものである。 “地域づくりは人づくり"

といわれるように、何よりも人づくりが重要である。本町では、明日の社会を

担う子供達の教育などに努めてきたが、本町の活性化のためには郷土愛にねざ

した住民の連携が必要不可欠である。また、国民の経済的生活が豊かになるに

つれ、生活の力点が文化的なものへと変化している。

このため、従来の学校教育を継承するとともに生涯教育を積極的に展開し、

地域にねざしたコミュニティの形成，人づくりを行い、一人ひとりの心配りの

もとに手作りの個性あるまちづくりを進める。

(6) 人権を尊ぶ平和な社会をつくる

町民は全て一人ひとりが地域社会を構成する平等な構成員である。基本的人

権は町民の共有財産として守り高める必要がある。また、生活様式の多様化，

-19 -



第 2節 計画フレーム

物質文化の進展により、地域社会や家庭生活において暖かい人間的なふれあい 1 .人口

の機会が少なくなっている。

このため、基本的人権の保障をまちづくりの柱にすえ、行政施策を進め、差

別のないまちづくりを推進するとともに、地域社会における人間関係を深めて

本町の人口は、昭和50年以降これまでの人口急増状態から安定的な増加傾向

となっている。

いく。

こうした動向を前提として、目標年次である平成22年の人口を推計すると約

9.000-13.000人が見込まれ、適正な町の発展を図るため、目標人口を 13.000

人と設定する。
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2 .土地利用方針

(1) 2核 3軸構想

広域的な交通勤線による国道24号ノてイパス、都市計画道路大和郡山川西三宅

線の 2本の南北軸、本町の発展の経緯等による近鉄石見駅から健民運動場に至

る東西軸が本町の都市構造を骨格づける軸となる。この 3軸とこれを支える 2

核(商業核、行政・文化核)によって本町の基本的構造を形成する。

-都市軸:本町の中心駅である近鉄石見駅と都市生活・都市活動を司る重要な

施設である町役場等行政施設を結ぶ軸線を都市の背骨となる都市軸

とする。

-交通軸:今後奈良県の骨格的道路として機能し、本町と奈良市その他の都市

とを結ぶ重要な交通動線となる国道24号バイパス、さらに奈良市ば

かりでなく大阪市，京都市，関西文化学術研究都市とも結ばれる近

鉄橿原線を交通軸と位置づける。

-産業軸:他の都市計画道路等により西名阪道路と連絡し大和郡山市の工業団

地に直結するなど相当量の交通が見込まれる都市計画道路大和郡山

川西三宅線を産業軸と位置づける。

・商業核:本町の玄関口であり、都市軸と交通軸の接点で交通の結節点となる

など様々な施設需要が見込まれる近鉄石見駅前周辺は、商業核とし

て住民の生活サービス水準の向上を図る。

・行政・:本町の都市生活・都市活動を司る施設や本町の歴史的発展の経緯や
文化核

文化的素養はうるおいのある地域社会を形成する上で欠くことはで

きない。このため、都市軸を形成するために商業核と対崎する位置

に行政・文化核を配置し町民生活の安定、文化の向上を図る。

口商業ゾーン

商業ゾーンは商業核となる近鉄石見駅周辺に設定し、近鉄石見駅は本町

の玄関口として機能すべき位置にあることから、町の顔にふさわしい市街

地の形成を誘導する。

口沿道サービスゾーン

産業軸は、近隣市町を含む地域間交通が多く発生する道路で、その周辺

には様々な施設需要が見込まれることから、沿道サービスゾーンとする。

口工業ゾーン

道路をはじめとした都市基盤が整備されていることはもちろんのこと、

交通条件に長けていることが求められる工業ゾーンは、産業軸と交通軸の

中央に配置し産業軸と交通軸いずれに対しても接近性を高くする口

口公共公益施設ゾーン

公共公益施設ゾーンは、行政文化核を中心に配置する。

口農業ゾーン

都市的土地利用を図る要請の高くない 3つの軸から外れる位置は本町の

豊かな自然の一部を担うために、農業ゾーンを適切に配置する。

(2) 土地利用方針

口住宅ゾーン

住宅ゾーンは、都市軸及び交通軸に沿って配置する。

ny白
n
J白 n《

υ
n
J臼



"'" '"・.

川川
m
E
H
S
羽
染
讃
司
議
耐

交通軸

澗
ω
柵
叫
川
悦
パ
U
〈

宮官、-

s 
t :議
猫



主要プロジェクト第 1節

6つの施策の柱を実現するために以本町のこれからのまちづくりにおいて、

下の主要プロジェクトを設定する。
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1 .健康で心のかよう生活をつくる

(1)心のかよう社会福祉の推進 にご工土台……二 fてこ叫ん…f山、-J

本町では住民福祉を重点にまちづくりを進めてきた結果、施設整備にはかな

りの成果をあげてきた。

しかし、これからの高齢者福祉には、単なる保健・医療だけでなく、健康な

うちは働き続けられることが求められてくるため、就業や学習の場の確保を進

める。

また、地域活動や文化活動を通じて社会との結びつきを強め、高齢者の生き

がいづくりを進めていく。

一方、独居老人や寝たきり老人に

対しては、在宅福祉や老人医療体制

の充実を図るとともに、養護老人ホ

ーム等、ショートステイホーム、デ

イ・サービスの充実や、老人や障害

者を大切にして共に生きる ための福

祉教育を、家庭、地域、学校におい

て展開することを検討する。

(2) 総合的な保健医療サービスの充実

高齢化社会の進展が予想されるなか、町民の保健医療に対する需要は増大し

ており、さらに今後は多様化していくものと考えられる。

このため、生涯を通じて健康で快適な生活ができるよう、保健センターを拠

点とした保健予防体制の充実を図るとともに、治療よりも予防、さらに健康増

進という基本理念にたって総合的な保健医療サービスの充実を図る。

さらに、健康に対する正しい知識の啓蒙普及を図るとともに、町民が参加す

る地域ぐるみの健康づくり運動を進める。
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2. 地域の活力を高め明日を拓く

(1) 農業の振興 三ご二ごて二三ご竺_iI"tプ竺竺ゴ?で:;七Tコヶ::!?:ヲコ:;:二三:CJ;;コ
本町の農業は、いわゆる兼業農家がほとんどである。そのため、今後の本町

の農業は、農地が生産の場であると同時に市街地内の貴重なオープンスペース

であり、防災あるいは緑化等に大きな役割を果たすという多面的な機能を十分

生かす方向で、地域社会と調和のとれた振興策が必要である。

農地については、農業と都市との調和を図り、町民と農業とのふれあいをっ

くり出すことを基本としながら、集約的に保全する。

また、生産意欲の高い農家を中心に、生産性の高い農業経営の確立、協業化

の推進、及び農業後継者の育成等を行っていくとともに、特産品づくりや市場

の開拓を進める。

(2) 工業の振興

本町の地域経済の浮揚を図るため、交通条件の向上等を背景とした新規産業

の立地誘導を推進する。

また、地場産業については、下請け零細企業の共同化による効率化と技術向

.県立高等技術専門校

ー 28-

上、地場プランドの確立による市場開拓、製品の多様化・高級化などの振興策

を図っていく。このため、都市計画においてもこれを支援する体制を整える。

さらに、本町には県立高等技術専門校が立地しており、長期的な視点にたっ

て、時代を担う若い技術者の養成に官民共同で取り組むとともに、定着化を促

すものとする。

(3) 商業の振興

本町の商業については、周辺都市との機能分担を明らかにしながら、多様化

する消費者ニーズに対応した特色ある商業の育成を図り、できるだけ地元消費

に結び付けていくよう商業経営基盤の強化を図る。

また、土地利用フレームに基づいた商業の拠点づくりを推進していくととも

に、経営者の教育研修や後継者の育成対策を含め、消費者のニーズに応えうる

近代的な魅力ある商業拠点の形成を図る。
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3 .自然と調和した基盤を整える

(1)土地利用計画の推進 了。

町内の限られた土地を有効に活用し、町の発展を支えると同時に町民全体の

生活を向上させるためには、長期的展望にたった土地利用構想を策定し、適切

な市街地整備の誘導を図る必要がある。

本町の市街地は旧集落を中心として形成され、市街地が分散していることか

ら都市構造が不明確となり、市街地としてのまとまりにかけている。このため、

土地利用フレームに基づいた土地利用構想の策定により、都市構造を明確化し、

まとまりのある市街地としての整備を図る。

また、あわせて都市計画等による誘導方策により、適切な土地利用を誘導す

る。

(2) 交通体系の整備 ，~~，-士一で十唱。竺ご'十剛竺:でセ'~.~，... 

道路は、町民が生活を営む上で、また良好な市街地を形成する骨格として不

可欠なものである。町民の交通安全に留意した交通対策を推進するとともに、

地域間交流が円滑に行える地域交通網体系を早急に確立することが必要である。

本町を南北に走る国道24号ノfイパスは、県都奈良市をはじめとして大阪にも

至る広域交通幹線として本町の交通条件を大きく向上させるため、本町の新た

な産業振興に資するよう整備を推進

し、あわせて町内をネットワークす

る道路網の確立を図る。

この域内交通道路網については、 J
司司、a・‘"

伽都市計画道開格として、利ムな
一 、

便性や安全性の向上のため、歩車道?

の分離、道路拡幅や安全施設の整備

を図りつつ適切に配置し整備を進め

る。

nu 
n
‘u
 

‘也Y<<~

また、高齢者や児童等の交通弱者にも一定のサービス水準が確保され、通勤

・通学の利便性が向上するよう、駅前広場等の整備にあわせたパス網の確立に

努める。

(3) 災害に強い市街地の形成 1

飛鳥川、曽我川、寺川などの主要

河川の広域的な改修を国・県に対し

て強く要請し、公共下水道等の整備

を進めることにより浸水対策を強化

していく。

-曽我川
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4. うるおいのある生活環境を整える

(1)魅力的な住環境の整備 L

町の顔となる市街地の整備を推進

するとともに、町外から移住する人

やUターン者等、地元に定着する人

々の住みよい住宅の確保に努める。

また、住宅は、健康で文化的な生

活を営むために欠かすことのできな

いものであることから、不良住宅の

改良に努めるとともに、住宅供給計

な住宅供給を推進していく。

公園・緑地については、住民のコ

ミュニティの場とともに災害発生時

の避難場所としても必要であり、自

然と調和した住民の憩いの場、ふれ

あいの場として整備・充実していく

あわせて、空き地や宅地周りに花木

の植栽を施すなど、町民一人ひとり

の創意と工夫を活用した運動を展開

-三宅町中央公園
し、緑豊かな市街地の整備に努める。

(2) 都市計画の推進
町 司柄町 A 叩、吋換 台 aゆ跡.刷 嶋跡‘ 、 、輪偽暢...""込‘叩叩頃叩叩_.，""晶&内，耐ザ w切噌験除、 初神.“‘命w吋“

良好な市街地へと誘導する上で、都市計画は有効な手段であり、積極的に活

用していく。将来人口を受け入れるため、計画的な市街地の拡大を図るととも

に、計画的な土地利用を誘導するため、用途地域を適切に運用する。

また、良好な居住環境の形成と都市の骨格を形成するため、都市計画道路や

公園・緑地の整備を推進する。

n，
白

内

4
U

(3)快適な生活環境の整備 、‘ 司一、プア一一一一一吋岨一一一?"-A

本町では、清潔で衛生的な環境づくりのため、流域下水道や公共下水道の整

備を進めてきた。今後とも整備を推進し、全戸水洗化を行う。また、ゴミ処理

等の生活環境面での充実を図るとともに、住民による環境美化活動を推進し、

アメニティ(快適環境)の形成を目指していく。

さらに、今後住み続ける住民にとって墓地等の需要は多くなっていくと考え

られることから、住民のコンセンサス、関係機関の協力のもとに火葬場、墓地

等の充実に努める。

(4) まちづくり運動の推進 j¥ごてで土ごth 町 、 - 幽町一… 白一 吋マー、:tz"'.....，."一一切‘...........

川ま 思ー宜・、内 角
、自由 -."，助品 O'，，5A./.

本町の有する豊かな自然は貴重な財産であり、その優れた自然環境の保存・

保全に努める。

また、住民の憩いの場として自然環境を生かした緑のネットワークづくりを

進めるなかで、町木・町花の普及を行い、緑豊かなうるおいのある市街地の形

成を推進する。
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5 .郷土愛を育み文化を創造する

(1)生涯教育の充実 三円十町一

教育はあらゆる機会にあらゆる場所において実施されなければならない。

幼児教育については、本町では幼児教育と保育園機能の有機的結合(幼保一

元化)という今後の幼児教育を探る

試みがされてきたが、さらに就学前

の幼児に関する家庭教育と保育園教

育の質の向上と施設の整備、充実を

図る。

学校教育については、教育内容の

充実、教育施設の整備を図ることは

勿論であるが、家庭や地域社会との

連携を強化し、相互理解を深め、自

然学習、体験学習の機会の整備を図

るとともに、「自分たちの町」を良く

していく活動の活発化を図る。

社会教育については、生涯を通じ

ての教育の機会提供等を促進し、実

生活に即した文化的教養の向上に努

めるとともに、高齢化社会に向けた生きがい教育を充実させる。

これらを整備することによって、幼児から高齢者にいたる、きめ細かな生涯

学習体系を確立していく。

-料理教室 -生け花教室
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(2) スポーツ・レクリエーションの振興 4・
柳原-~凋一一品、

本町では、三宅町中央公園を中心に各種の施設整備が進められた。今後は、

町民がより身近にスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、公園の一層の

充実に努める。

さらに、増大する余暇時間の充実

を図るため、それら施設を利用した

スポーツ活動に対する指導体制や、

スポーツ交流などスポーツ活動の充

実を図っていく。

(3) 芸術・文化の振興 ←ム I

祖先が郷土に築いてきた歴史的遺産を受け継ぐとともに、歴史的遺産を基礎

にした新しい郷土文化を創造する。

また、既存の施設を拠点、とする各種社会活動や文化活動を推進しながら、町

の文化の底辺を広げるとともに、コミュニティ活動や文化活動のリーダーを育

成していく。

さらに、文化活動へのニーズの対応を図るため、新しい文化の拠点として図

書館、移動図書館等の整備のあり方について検討を進め、あわせて郷土美術館

や郷土博物館等の建設に向けて広域的に取り組むなど、文化の香り高い環境づ

くりに努める。
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6 .人権を尊ぶ平和な社会をつくる

(1)地域にねぎしたコミュニティの形成 品山二弘勘~ ..;c，.. 、 3 

生活様式の変化にともない、失われがちな人間性や連帯性の保全に努め、良

好な隣人関係の形成を目指すなど、地域にねざしたコミュニティの形成を推進

する。

そのため、コミュニティ施設の整備や組織の育成、コミュニティリーダーの

養成、コミュニティ活動の促進を行う。

また、住民のコミュニティ参加意識の啓発と高揚を図り、地域社会における

自治意識と連帯意識を高める。

まちづくりの原点は地域であり、そのためにも人間的なふれあいのある地域

づくりや、まちの活性化のための自

主的活動を促し、町民独自のまちづ

くりの活動を盛んにするため、産業

文化祭の振興等の各種イベント、展

示会等活動機会の提供や活動の拠点

となるコミュニティ施設の整備を促

進する。

-同和対策総合センター

(2) 同和対策の充実 ' 白 ""ゐd 一山A品山内町、 ，、 山崎K~仇 品

同和問題の解決は、自由、平等の基本的人権の尊重にかかわることである。

これまで本町では、住宅団地の建設を始めとして、隣保館、保育所、児童館、

老人憩いの家、共同浴場、集会所などの整備に取り組み、大きな成果をあげて

きた。

今後はさらに、全ての町民の理解と認識を高めるとともに、地域・学校・職

場等において、同和教育を推進し、差別のない明るい住みよいまちづくりの実

現を目指す。
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第 2節推進の方策

本町のまちづくりの目標と将来像を達成していくためには、この構想、を実効

性のある計画にする努力をはらい、行政の責務を確立するとともに、住民や団

体事業者をはじめ県・固など本町のまちづくりに関係する全てのものが相互に

責任と役割を分担し、協同していくことが需要である。

1.住民参加の推進

まちづくりの担い手は住民であり、住民参加はまちづくりの原動力である。

住民の自覚を高め、主体的で幅広い参加により住民の豊かな経験と英知を集め、

まちづくりを進めていかなければならない。

本町では、これまで培われてきた集落自治の伝統を現代に生かしながら、そ

れを基礎にしてまちづくりを進めてきた。 このように本町の住民参加は、行政

の補完ではなく地区や町全体における問題や計画を提案し、まちづくりの実戦

に主体的に取り組み、住民と行政の協同を創り出すという積極的な住民参加で

あった。

こうした住民参加の内容を更に高め、たゆみなく発展させるため、まちづく

りに関する情報を公開し、公聴広報活動や住民集会など住民要求を町政に反映

させるルートを充実するとともに、住民相互の対話とまちづくりの実践の場と

しての地区住民組織を一層活発にし、福祉や文化、町の美化や防火活動など多

様な自主的活動を広げていく。また、住民と行政の協同を深めるため、本町に

ふさわしい住民参加の制度を拡充していく。

2 .広域行政の推進

住民の日常生活圏は町の行政圏をこえてひろがり、これに伴う住民の行政需

要も多様化するとともに、広域的な地域問題も増加し、広域行政の拡充が一層

求められている。

円
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本町を含む 7市町村にあっては、山辺広域行政事務組合を設置し、広域市町

村圏計画を策定するとともに、消防・防災活動， ごみ処理事業など、広域事業

や行政部門別での連携を深め広域協力を進めてきた。

本町では、こうした実績を踏まえ、さらに今後一層広域行政の充実を図り、

共通する課題に即応し、弾力的でみのりのある活動を目指して協力を進め、住

民福祉と地域振興に努めていく。

3. 総合的で効率的な行財政運営

社会経済の進展にともない、その仕組みも複雑化するとともに、住民の価値

観や生活要求も高度化・多様化の度を加えており、住民に信託に応え住民福祉

の向上に責任をおう行政の役割はとりわけ強まっている。

まちづくりにおける行政は、住民自治の仕組みの中での執行部門であり、行

政機関の内部体制を充実し、複雑多様化する行政需要を適正に受けとめ、その

施策をよりよく実現するための総合化を図るとともに、限られた財源の効果的

な運用を図っていかなければならない。

本町では、これまで行政事務の簡素化と小数精鋭主義を基本にし、効果的な

財政運用と機動的な行政活動を推進してきた。

こうした行政活動の実績を基礎にしながら、転換期を迎えるなかで一層すぐ

れた行政活動を進めるため、企画と総合調整の機能を拡充するとともに、職員

の研修など資質の向上に努め、住民との役割分担を明確にしながら効率的な行

財政の運営を図っていく。
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